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お知らせ版

ハガキを使用した架空請求詐欺に	
注意しましょう！

わくわく終活はじめませんか	
(参加無料・申込不要)

―大和郡山市権利擁護講演会―
　いきいき元気に自分らしく生きていくために、これ
までの事や、気になるこれからのことを整理してまと
めてみませんか。(講師：弁護士、行政書士、社会福祉士)
※手話通訳・要約筆記あります。
日時＝11月29日(木) 13時30分～ 15時30分(13時開場)
内容＝①「わたしノート」で終活プランニングしよう
　　　②日常生活自立支援事業を知ろう
　　　③もっと身近に成年後見制度を利用しよう
　　　④後見人の活動あれこれ
場所＝DMG MORI やまと郡山城ホール 小ホール
対象・定員＝おおむね65歳以上の人、200人 
※先着200人に「わたしノート」をプレゼント。
問合せ＝地域包括支援センター (☎55-7733)

・ 野焼きは法律で禁止されています。違反すると罰則があります。
・ 地面で直接焼却する場合だけでなく法律で定められた基準を満たさ

ない焼却炉やドラム缶での焼却行為も野焼きにあたります。
・ 農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却(焼き畑・もみ

殻・あぜ草等の焼却など)や風俗慣習上または宗教上の行事のために
必要な焼却(どんと焼きなど)は、例外規定とされています。

・ 野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、周囲に迷惑のか
からないよう煙やにおい、灰の飛散、焼却時刻などに対する注意
が必要です。

　大和郡山市内で右の
ようなハガキが届いた
という相談が多数寄せ
られています。
　身に覚えのないハガ
キに記載される電話番
号には絶対に電話しな
いでください。
問合せ＝市民安全課(内線626)
　郡山警察署(☎56-0110)

児童虐待とは、親や保護者によってなされる、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長発達を損なう行為です。大人の都合や期
待の押しつけ、体罰・言葉で責めたて従わせる行為は、「しつけのつもり」でも、子どもにとって有害ならば「虐待」になります。
　　●「これって虐待？」「子どものことを思って」「じゃぁ～どうすればいいの？」…
　　　子育てに悩む親がいたら…ご自身が出産や子育てに悩んだら…話してみましょう。
　　●「もしかして？」…虐待を受けていると思われる子どもがいたら…相談・連絡してください。
児童相談所全国共通ダイヤル ｢189｣（いちはやく）
問合せ＝奈良県中央こども家庭相談センター (☎0742-26-3788)、こども福祉課 子育ち支援係(内線526)
※連絡者(匿名可能)や連絡内容に関する秘密は守られます。

子どもを虐待から守るのは 地域のみなさんの「気づき」～11月は児童虐待防止推進月間です～

オレンジ
 リボン

◆ごみは燃やさずに！
・ 家庭から出た燃えるごみは、燃えるごみの収集日に出すか、直接

清掃センターに持ち込んでください。
・ 家庭の庭木や草等は清掃センターに直接持ち込むか、自治会単

位での申込みにより収集を行っています。
・産業廃棄物は、専門の処理業者に依頼してください。
問合せ＝【野焼きに関すること】環境政策課(内線571･572)
　【ごみに関すること】清掃センター (☎53-3463)

野焼きは法律で禁止されています


